
令和８年度高知県産農産物及び農産物加工品輸出促進事業 

委託業務仕様書 

第 1 　業務の目的 

県産農産物及び農産物加工品（以下、「県産農産物等」という）については、これまでシンガポ

ールを中心に、また昨年度はマレーシアやタイにて輸出拡大に取り組んだ。本年度は、昨年度に

引き続きマレーシアやタイでの取組を充実させるとともに、新たにアメリカ等の有望市場における

県産農産物等の輸出可能性を検証する取組を立案、実施することで、県産農産物等の更なる輸

出拡大につなげることを目的とする。 

 

第２　業務の内容 

（１）輸出関係者の県内招へい 

県産農産物等に係る事業者が、輸出を開始したり、輸出販路を拡大するきっかけとするた

め、国内外の輸出関係者を県内に招へいすること。 

①対象国　　　 マレーシア、タイ 

②実施場所　　県内 

③実施回数　　各国 1 回以上　 

④対象品目　　 

・農産物（ゆず、みょうが、にら、やっこねぎ、ししとう、ピーマン、ナス、みかん、メロン等） 

・農産物加工品（ゆず加工品など県産農産物を使用したもの） 

・玄米又は精米 

⑤留意事項： 

・対象品目は第２（１）④を参考に、招へい者のニーズや各国規制に応じて、発注者と受注者

で改めて調整すること。 

・各回で 10 品目程度の商品や生産地を紹介できる行程とすること。ただし、紹介の方法は問

わない（個別訪問だけでなく、県内事業者を一カ所に集める、一部オンラインを活用する等も

可能とする）。 

・高知県の豊かな自然や文化とともに、県産農産物等の特徴や魅力、食べ方などを海外の 

人に理解してもらえるような内容とすること。 

・招へい時に商談の機会を設ける、又は、招へい後に各国現地で高知県フェアが開催できる

よう企画調整する等、参加する県内事業者の今後の輸出拡大につながる工夫を行うこと 

  　 ・招へいする人数や参集範囲は問わない。対象国での輸出につながると考えられる場合は

国内輸出商社等の招へいも認める。 

・事業完了時点で 2 カ国合計２件以上の成約実績につなげるよう取り組むこと。 

・参加した県内事業者からの要望に応じ、事業完了時点まで個別フォローアップを行うこと。 

 



（２）新たな国への輸出可能性調査 

第２（１）で取り組むマレーシア、タイ以外の国において、対象国現地の実需者に対し、県産

農産物等の評価や受け入れられやすい市場や販売方法等を調査すること。 

①対象国     アメリカ合衆国は必須とし、合計で２か国以上とする（もう１か国は任意） 

②対象品目 

・農産物（ゆず、みょうが、にら、やっこねぎ、ししとう、ピーマン、ナス、みかん、メロン等） 

・農産物加工品（ゆず加工品など県産農産物を使用したもの） 

・玄米又は精米 

③調査対象　　量販店（一般消費者向け）及び飲食店（業務向け）等、現地実需者２業種以上 

④留意事項 

・対象品目は第２（２）②を参考に、対象国現地実需者のニーズや各国規制に応じて、発注者

と受注者で改めて調整すること。 

・当調査は当年度以降、調査対象国で県内事業者が具体的な商談を行うための事前調査と

して行う。 

（３）青果物輸出にかかるセミナーの実施 

これまで輸出にあまり馴染みのなかった県産農産物等に係る県内事業者にも販売先の１つ

として輸出に興味を持ってもらうため、青果物輸出に関するセミナーを実施すること。 

①実施場所　　県内 

②実施回数　　１回以上 

③対象品目　　農産物又は農産物加工品 

④留意事項 

・内容や対象国に特に定めはないが、別紙１「令和７年度実施セミナー概要」と講師が重複し 

ないこと、当業務で行う他の取組との相乗効果を期待できる内容が望ましい。 

 

第３　実施体制 

本業務が円滑に実施できる人員及び体制を確保し、責任者を明確にするとともに、取組状況に

ついて県と共有すること。 

 

第４　委託期間 

契約締結日から令和９年２月 28 日までとする。 

 

第５　業務遂行に当たっての留意事項 

（１）　別紙２「高知県の青果物カレンダー」や別紙３「諸外国に植物等を輸出する場合の検疫条件

一覧」を参考に、最も効果的な実施時期や品目を選定すること。 

（２）　一過性の話題づくりとなるような取組ではなく、今後県内事業者が輸出取引を円滑に進めら 

れるよう、現地関係者との関係づくりや、流通ルート（輸出業者、輸入業者等）等を考慮した



上で立案、実施を行うこと。 

（３）　対象国現地側との調整だけでなく、県内で輸出を希望する事業者との調整、連絡、問合せ 

への対応等も行うこと。 

（４）　仕様書の内容については、候補者との交渉により、予算の範囲内で変更する場合がある。 

（５）　本業務の達成に必要な一切の経費は受注者の負担とする。ただし、当業務内で発生する県

内事業者のサンプル費用やその輸送費及び旅費は、参加事業者の自己負担とする。 

（６）　本業務の達成に必要な県内産地や事業者等について、発注者から受注者に紹介すること

ができる。受注者は、これらの情報を活用し発注者と十分な調整を行いながら、本業務を円

滑に遂行すること。 

（７）　本業務を円滑に遂行するため、発注者は受注者に対して業務の進捗状況について報告を

求めることができる。 

（８）　この仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの仕様書に定めがない事項

については、必要に応じて発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。



高知県では、これまで輸出にあまり馴染みのなかった方々にも販売先の１つとして輸出に興味を持ってもら
うため、青果物輸出に関するセミナー＆意見交換会を対面開催します。
輸出に繋がる機会となりますで是非ご参加ください！

2025年
12:30開場   13:00イベント開始

10月29日(水)

高知県農業技術センター３階会議室
高知県南国市廿枝1100

10/15(水)〆

主催：

生産者/輸出商社等による最新の輸出取組事例の紹介等
  ・高知県青果物輸出の取組全体像・青果物輸出のポイント (・アクセンチュア)
  ・東南アジアを中心としたマーケットでの取組み、輸出先進事例の共有(輸出商社・先進生産者)

少人数グループを作り、輸出に向けた意見交換
   ・輸出商社＋複数生産者様でグループを作らせていただき、生産者様による商品の紹介や、現地市

　場開拓等についての意見交換を行います(参加予定の輸出商社様は次ページ参照)
   ・申込内容をもとに、グループ編成はバイヤー・事務局協議の上、事前に決定させていただきます。
　   予めご了承ください。

協力：

https://www.secure-
cloud.jp/sf/business/1753838332HhNDRlFh

日時

会場

申込
（必須）

セミナー  13:00～14:30セミナー

意見交換会  14:45～16:00

はじめての青果物輸出に向けた
セミナー＆意見交換会

対面開催

（農業振興部農産物マーケティング戦略課）

459804
テキストボックス
別紙１　令和７年度実施セミナー概要




セミナー登壇者概要(予定)

意見交換会　参加商社(予定)

県としての取組の全体像・方向性

高知県農業振興部農産物マーケティング戦略課(主催)

青果物輸出のポイント

アクセンチュア(事務局)

東南アジアを中心とした海外マーケットでの取組・輸出取組紹介 (生産者・輸出商社)

ベジ庵
(シンガポール/小売・飲食店)

シンガポール現地でプラントベースフード（植物性食品）とヴィーガンラ
イフスタイルの普及を目指した飲食店を展開。日本産農産物も輸入
し、日本産の魅力を伝える活動もしている。

バンチューン
(シンガポール/輸入商社)

シンガポールの大手輸入業者・卸であり、現地の大手小売・EC･レス
トラン・ホテル等への流通を行っている。アジアや欧米をはじめとする
国々から、高品質な青果や加工品等の幅広い商材の調達を行って
いる。

A TRA-DE
(岡山県/輸出商社)

岡山県の輸出商社・卸であり、国内外の卸売・小売を展開し、特に
台湾・タイ向けの農産物輸出に注力している。地域活性化と一次産
業の地位向上を目指している。

【問合せ先】
　高知県農業振興部農産物マーケティング戦略課 
       受付時間：平日8:30～17:15　
　　担 当：中村・北村
　　TELL：088-821-4806
　　メール：160701@ken.pref.kochi.lg.jp

       

対象品目
温州みかん・イチゴ・メロン・みょうが・ししとう・ピーマン・しょうが等の青果物又はその加工品
（これ以外の青果物に関する参加ももちろんOKです）

注）セミナー登壇者及び意見交換会参加商社等については、都合により変更となる場合があり
ますので予めご了承願います。

事業者名 輸出先国
バンチューン
(シンガポール/輸入商社) シンガポール

A TRA-DE
(岡山県/輸出商社)

台湾・タイ・UAE・香港・カンボジア・マ
レーシア・シンガポール

459804
テキストボックス
別紙１　令和７年度実施セミナー概要




高知県産青果物　<国内市場への主な出荷時期>

品目名
出荷期間
（月）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
タイ向け輸出が
可能な品目
（〇）

キュウリ 施設 11～5
ピーマン 施設 10～5

施設 10～5
露地 6～10

なす 施設 10～5
施設 10～5

露地 5～11
オクラ 露地 4～10
ニラ 施設 周年 ○
みょうが 施設 周年 ○
小ネギ 施設 周年 ○
青ネギ 露地 周年
ハウスショウガ 施設 3～9
囲ショウガ 露地 周年
フルーツトマト 施設 12～4
いちご 施設 12～5 ○
すいか 施設 11～6
アールスメロン 施設 11～7

施設 5～9
露地 10～12

ぽんかん 露地 1～2
水晶文旦 施設 9～11

施設 11～12
露地 1～3

ゆず 露地 10～12
ハウス金柑 施設 1～2

栽培方法

ししとう

米なす

みかん

土佐文旦

459804
テキストボックス
別紙２　高知県の青果物カレンダー




諸外国に植物等を輸出する場合の検疫条件一覧（早見表）：貨物編 本表は令和8年2月10日現在の情報に基づくものです。 【携帯品での検疫条件はこちら】 【郵便物での検疫条件はこちら】
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韓　国 Q*10-2 Q*10-2 Q*10-2 ×*1 ×*1 ×*1 Q*10-2 Q*10-1 ×*1 ×*1 Q Q*10-2 ×*1 ×*1 ×*1 Q*10-2 ×*1 Q*10-2 Q Q Q Q ×*1 ×*1 ×*1 Q ×*1 ×*1 Q Q Q ◎

台　湾 Q Q Q ☆ ☆ Q Q Q ☆ ☆ Q Q Q Q Q ×
*1 Q Q Q Q Q Q Q

*14 Q Q Q Q Q Q ◎ Q ◎

中　国 ×*2 ×*2 ×*2 PQ ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 PQ ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ☆ ×*2 Q

香　港 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

フィリピン ×*2 ×*2 ×*2 PQ PQ ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 PQ ☆ ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 PQ PQ ◎
詳細についてはこちら

ベトナム ×*2 ×*2 ×*2 ☆ ×*2 ×*2 ×*2 ☆ ×*2 ☆ ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 Q ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 Q Q Q

タ　イ ☆ ☆ ☆ ☆ ×*1 ×*1 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ×*1 ☆ ☆ ×*1 ☆ ×*1 ☆ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ×*2 Q

シンガポール ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 【表中の注釈（*）について】

マレーシア ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ PQ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ PQ ◎ PQ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ PQ PQ ◎

インドネシア ×*2 ×*2 ×*2 Q Q ×*2 Q ×*2 Q Q ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 Q ×*2 Q ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 Q Q*9 ×*2 ×*2 ×*2 Q Q Q

ブルネイ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ*11

インド ×
*2

×
*2

Q
*9

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

Q
*9 ☆ ×

*2
×

*2
×

*2
×

*2
×

*2
×

*2
×

*2
×

*2
×

*2
×

*2
×

*2
×

*2
×

*2
×

*2
×

*2
Q

*9
×

*2
×

*2
×

*2
Q

*9
Q

*9 Q

スリランカ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ ×*1 PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ ×*1 PQ PQ PQ ×*1 PQ PQ PQ PQ PQ*11

パキスタン PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ*11

アラブ首長国連邦 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q*11

バーレーン PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ
*11

クウェート PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ*11

オマーン PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ*11

カタール PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ*11

サウジアラビア PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ PQ
*11

E　U Q Q Q*8 Q*8 Q*8 Q Q*4 Q*7-1 Q Q*8 Q Q Q Q Q*7-3 Q*8 Q*7-3 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ◎ ◎ ◎

英国 ◎ ◎ Q Q
*8

Q
*8 Q Q ◎ Q Q

*8 Q Q Q Q Q
*7-3

Q
*8

Q
*7-3 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ◎ ◎ ◎

スイス Q Q Q*8 Q*8 Q*8 Q Q Q*7-1 Q Q*8 Q Q Q Q Q*7-2 Q Q*7-2 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ◎ ◎ ◎

ノルウェー ◎ ◎ Q Q Q ◎ Q Q Q Q Q
*5 ◎ ◎ ◎ ◎ Q

*5 ◎ Q
*5 ◎ ◎ ◎ Q

*5 ◎ ◎ ◎ Q ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ロシア Q Q Q*8 Q*8 Q*8 Q Q Q Q*8 Q*8 Q Q Q Q Q Q*8 Q Q Q Q Q  Q Q*16  Q  Q Q Q*16  Q  Q Q Q ◎

米国(本土） ☆ P
*6

×
*1 ☆ ×

*1
×

*1
×

*1 ☆ ×
*1 ☆ P

*6
×

*1
×

*1
×

*1
×

*1
×

*1
×

*1 ☆ ×
*1

×
*1

P
*6

×
*1

×
*1 ◎ ×

*1
P

*6 P ×
*1

P
*6 ◎ ◎ ◎

カナダ ◎ ◎ ×*2 ☆ ☆ ◎ Q*19 ◎ ×*2 ☆ ×*11 ◎ ◎ ◎ Q ×*2 Q ◎ ◎ ◎*13 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎*13 ×*1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

メキシコ ×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*1

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2 ☆ ×

*2 ◎

ペルー ×*2 ×*2 ×*2 ☆ ☆ ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ×*2 ◎

チ　リ ×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2 ◎ ×

*2 ◎

ブラジル ×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

Q
*8 ☆ ×

*2 ◎

オーストラリア ☆ ☆ ×
*2 ☆ ×

*2
×

*2 ☆ ×
*17

×
*2 ☆ ☆ ×

*2
×

*2
×

*2
×

*2
×

*2
×

*2 ☆ ×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

Q
*18

☆
*18 ◎

ニュージーランド ×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2 ☆ ×

*2 ☆ ×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

×
*2

Q
*8

×
*2

×
*2

×
*2 ◎ ◎ ◎
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輸出相手国・地域

【本表について】

・　諸外国に植物等を輸出する場合は、輸出相手国が定める輸入に関する植物検疫制度
　に従う必要があります。
・　本表では、輸出相手国が公表している規則等を元にして各品目に求められている検疫
　条件を掲載しています。
・　本表に掲載されていない国、品目については、植物防疫所へお問い合わせください。
・　ファイル上で国名をクリックすると、その国の品目別検疫条件一覧表をWEB上で参照で
　きます。
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【表中の記号について】  ※注意事項１を参照

　◎： 植物検疫証明書（注１）無しで輸出できます。

　Q： 植物検疫証明書を添付すれば輸出できます。

　P： 輸出相手国の「輸入許可証（注２）」を取得する必要があります。

　☆： 二国間合意に基づく特別な検疫条件を満たしたもののみ輸出できます。

　×：輸出できません。

　　　（注１：植物検疫証明書は植物防疫所が行う輸出検査に合格すると発給されます。）
　　　（注２：輸入許可証は輸出相手国の植物検疫当局で申請・取得します。）

　　　　　種　類 くだもの やさい（果菜） やさい（葉菜） やさい(根菜） コメ

※注意事項・ご利用方法

  *1 輸出相手国が輸入を原則禁止。
  *2 輸出相手国の検疫条件が未設定又は不明。
  *3 北緯30度以南の南西諸島、小笠原諸島、大東諸島で生産されたものの輸出は不可。
  *4 キプロス向けは果実に葉が付いていないこと。
  *5 ４月１６日～９月３０日の期間に輸入される場合は、植物検疫証明書が必要。
  *6 奄美諸島、小笠原群島、琉球諸島、トカラ列島、火山列島で生産されたものの輸出は不可。
  *7-1 栽培地検査及び消毒が必要。
  *7-2 栽培地検査又は消毒が必要。
  *7-3 栽培地検査及び栽培環境によっては消毒が必要。
  *8 栽培地検査が必要。
  *9 消毒が必要。
  *10-1 四国、九州及び南西諸島で生産されたものの輸出は不可。
  *10-2 九州及び南西諸島で生産されたものの輸出は不可。
  *11 植物検疫の対象とならない場合あり（輸入許可証及び植物検疫証明書が不要）。
  *12 個人消費用は禁止。
  *13 個人消費用は、栽培地検査及び植物検疫証明書が必要。
  *14 南西諸島及び小笠原群島で生産されたものの輸出は不可。
  *15 輸出相手国に確認中。
  *16 生産された地区によって、輸出相手国が輸入を禁止している場合があります。
   　　詳しくは、植物防疫所にお問い合わせください。
　*17 ｵｰｽﾄﾗﾘｱにおける国内手続きが終了後、輸出可能。
　*18 引越貨物別送品(UPEs)及び自己査定通関(SAC)貨物（商用サンプル・研究用途を除く）は禁
止。
　*19 園地の承認又は消毒が必要。
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【植物の輸出相談窓口】
　横浜植物防疫所業務部輸出検疫担当　　　　　TEL 045-211-7155　／　FAX 045-211-2171
　名古屋植物防疫所輸出検疫担当　　　　　　　　TEL 052-651-0114　／　FAX 052-651-0115
　神戸植物防疫所業務部輸出検疫担当　　　　　TEL 078-331-2384　／　FAX 078-391-1757
　門司植物防疫所輸出検疫担当　　　　　 　　　　TEL 093-280-4319　／　FAX 093-321-0481
　那覇植物防疫事務所輸出及び国内検疫担当  TEL 098-868-1679　／　FAX 098-861-5500

大
洋
州

1.利用上の注意
　当早見表に掲載されている検疫条件は正確な情報の提供に努めておりますが、元となる諸外国
の検疫規則は変更されることがあり、実際の内容と異なっている場合があります。このため、実際
の輸出に際しては、現地輸入者等の関係者を通じて輸出相手国の農業担当部局または植物検疫
当局に確認するか、あるいは輸出相手国の在日大使館にお問い合わせください。
　また、検疫条件は、各国の植物検疫上での要求であり、当早見表で植物検疫上は輸入が可能と
なっている場合であっても、各国の他の法令やワシントン条約等により輸入が制限される場合があ
ります。

2.諸外国の輸入許可制度について
　輸出相手国の輸入許可に関する照会・手続については、現地輸入者等の関係者を通じて輸出
相手国の農業担当部局または植物検疫当局に確認するか、あるいは輸出相手国の在日大使館
にお問い合わせください。
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http://www.maff.go.jp/pps/j/search/e_hayami_keitai.pdf
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/e_hayami_yubin.pdf
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/korea/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/taiwan/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/china/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/hongkong/kamotsu.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/philippines/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/bilateral.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/viet_nam/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/thailand/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/singapore/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/malaysia/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/kamotsu2.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/kamotsu1.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/india/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/sri_lanka/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/pakistan/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/as/uae/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/eu/eu/kamotsu.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/eu/england/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/eu/swiss/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/eu/norway/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/eu/russsian/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/na/USA/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/na/canada/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/sa/mexico/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/sa/peru/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/sa/chile/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/business/export/kamotsu/madoguchi.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/business/export/kamotsu/madoguchi.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/sa/brazil/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/oc/australia/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/search/ekuni/oc/newzealand/kamotsu.html
http://www.maff.go.jp/pps/j/business/export/kamotsu/madoguchi.html
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